
平成２２年度 市川商工会議所工業部会 人材育成助成事業 

助成金支給申請書 
 

市川商工会議所工業部会「人材育成助成事業」の助成金支給申請にあたり、指定会場にて受講終了した

受講修了証（写）もしくは免許証（写）を添付し申請致します。 

（注）１．申請するときは、裏面の注意事項を必ずお読みいただき、太枠内のすべてにご記入ください。 

２．この助成金は、全コース、受講者お一人につき３，０００円、一企業５名までとさせていただきます。 

３．申請者の社員証または運転免許証にて、申請者のご確認をさせていただきますので必ずお持ちください。 

４．助成金の受取にあたり、申請される方のご印鑑が必要となりますので、必ずお持ちください。 

５．この申請書は、郵送、ＦＡＸではお受付できません。 

６．この申請書による知りえた個人情報につきましては、助成金支給の確認のために使用いたします。 

 

委任状 
助成金申請にあたり、申請者が助成金を受領することを委任致します。 

 

企業名 

 

申請日 

代表者                            印 

平成   年   月   日 

企業名 印 

住  所  
電話 

ＦＡＸ 

 

フリガナ 

代表者 
 

フリガナ 

申請者 

申請に来られた方 所属部署もご記入願います。 

受講会場 
どちらかに○してください。 

ＴＯＹＯＴＡ Ｌ＆Ｆカスタマーズセンター     コベルコ教習所 

フリガナ 

受講者 
 

受講コース  

修了年月日 平成   年   月   日 

フリガナ 

受講者 
 

受講コース  

修了年月日 平成   年   月   日 

フリガナ 

受講者 
 

受講コース  

修了年月日 平成   年   月   日 

フリガナ 

受講者 
 

受講コース  

修了年月日 平成   年   月   日 

フリガナ 

受講者 
 

受講コース  

修了年月日 平成   年   月   日 

助成金 
申請金額 

円                 



平成２２年度 市川商工会議所工業部会 人材育成助成事業 
助成金支給申請書について 

【注意事項】 

１．申請上の注意 

（１）この人材育成助成事業の助成金支給申請書（以下「申請書」といいます。）は、市川商工会議所工業部会員であ

る会員企業の役員または従業員で、市川商工会議所工業部会（以下「当部会」といいます。）指定会場にて取扱

う講習を受けられ受講終了し受講修了証（写）を提出できる方が対象となります。 

当部会会員かどうかは、市川商工会議所業務課までお尋ねください。 

当部会指定会場以外で受講された講習は、お受付はできませんので、ご注意ください。 

（２）対象となる講習については、当部会指定会場にて行う全講習のうち、受講終了証もしくは免許証が発行されるも

のとさせていただきます。 

（３）助成金申請の対象となる受講期間並びに申請書の受付期間 

受講期間：平成２２年３月１日～平成２３年２月２８日までに受講終了された方。 

申請書受付期間：平成２３年３月７日までに市川商工会議所までに申請書等を提出いただいた方。 

（４）助成金の申請金額は、受講者お一人につき３，０００円、一企業５名までが対象となります。一企業にて５名に達し

ない場合、複数回での申請もできます。当部会での助成金定員５０名様まで・先着順にて受付致します。定員に

達し次第、申請受付を終了させていただきます。 

定員数の状況については、市川商工会議所業務課にお尋ねください。 

（５）助成金の申請は、受講者１人につき一回限りとさせていただきます。（１人で２コースの申請はできません。） 

（６）この助成金支給申請書は、郵送、ＦＡＸではお受付できません。 

（７）申請にあたり、申請者のご確認をさせていただきますので、社員証または運転免許証を必ずお持ちください。 

（８）申請にあたり、受講された方の受講修了証（写）もしくは免許証（写）を必ずお持ちください。ご提出いただいた受

講修了証（写）もしくは免許証（写）は、当部会にて保管させていただきます。 

≪当部会指定会場とは？≫ 

①株式会社豊田自動織機 ＴＯＹＯＴＡ Ｌ＆Ｆ カスタマーズセンター 

所在地：市川市二俣７１７－５ 電話：０１２０－３５０５８７（フリーダイヤル） 

②コベルコ教習所株式会社 

所在地：市川市二俣新町１７ 電話：０４７－３２７－２７８５ 

以上の２会場となります。 

２．記入上の注意 

（１）申請書の太枠内すべてにご記入ください。 

（２）申請書の企業名記載欄に、企業の社印を必ずご捺印ください。 

（３）申請書等に記載されたものと違った場合、受付の取消もしくは助成金支給後、発見された場合、助成金を返還してい

ただく場合がございます。 

３．助成金の受取について 

（１）助成金については、申請書並びに受講終了証・免許証など、ご確認でき次第、企業代表者もしくは申請者に支給致

します。企業代表者が受け取りの場合は、後日、お届け致します。申請者受取の際は、助成金支給申請書の委任状

欄に、企業の社印をご捺印ください。 

（ご確認が取れない場合、助成金支給されない場合もございますので、ご注意ください。） 

（２）助成金受取に際し、助成金は申請者にお渡しいたします。申請者の受領印を頂きますので、ご印鑑を必ずお持ちく

ださい。 

 

【申請場所並びにお問い合わせ先】 申請の際は、お手数ですがご連絡の上、ご申請ください。 

市川商工会議所 業務課   所在地 市川市南八幡２－２１－１ 

電 話 ０４７－３７７－１０１１  ＦＡＸ ０４７－３７７－１０４８ 


